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このマニュアルでは、2019年 10月の新消費税（10%）と軽減税率表示に対応する方法をご説明いたします。 

まず、Ver3.08以降の弊社業務ソフトを、パソコンにインストールします。 

 

1.設定画面の変更 

切替月になりましたら、メインメニューの[設定]タブの[設定]ボタンをクリックし、「設定」画面を表示します。

その後、[伝票]タブをクリックして「既定の税区分」を「外税 10%」もしくは「内税 10%」に切替ます。 

 

 

 

 

 

 

上記の操作で、伝票を開いたときの既定の税区分が「10%」に変更されます。 

1.クリック 
2.変更 

10%と 8%が混在する場合、チェックをつけると、 

帳票にそれぞれの税額が印字されます。 



また、顧客登録画面の[売上設定]タブや[仕入設定]タブの「締め消費税率」の既定値を設定するには、「締め処

理の場合、締め合計金額を元に消費税を計算する。」にチェックをつけ、その後、「締め消費税率」に「8%」

を入力します。（締め処理の場合、締め合計金額を元に消費税を計算しない場合、この設定は不要です。） 

 

 

 

 

Memo 

「適格請求書発行事業者登録番号」は、設定画面の[基礎]タブで指定できます。 

 

10%に変更 

「適格請求書発行事業者登録番号」 



2.顧客の税区分一括変更 

メインメニューの[設定]タブにある[顧客一覧]ボタンをクリックして、「顧客一覧」画面を表示します。一括変

更する顧客を選択してから、[税率一括変更]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

「税区分一括更新」画面が表示されますので、新たな税区分を設定してから[実行]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

上記の操作で、顧客の税区分を一括変更できます。 

 

※上記の機能は「売上伝票発行システム」にはありませんので、「売上伝票発行システム」の場合は、詳細画

面を開いて、各顧客毎に税区分を変更していく必要があります。 

1.該当顧客を選択

2.クリック 

1.選択 

2.入力 

3.クリック 



3.商品の税区分一括変更 

メインメニューの[設定]タブにある[商品一覧]ボタンをクリックして、「商品一覧」画面を表示します。一括変

更する商品を選択してから、[税率一括変更]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

「税区分一括更新」画面が表示されますので、新たな税区分を設定してから[実行]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

上記の操作で、商品の税区分を一括変更できます。 

 

※上記の機能は「売上伝票発行システム」にはありませんので、「売上伝票発行システム」の場合は、詳細画

面を開いて、各商品ごとに税区分を変更していく必要があります。 

1.該当商品を選択

2.クリック 

1.選択 

2.クリック 



●伝票画面 

それぞれの税率率で表示されます。 

 

 



●帳票 

 


